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Ⅰ．緒　言

厚生労働省は人生 100 年時代を見据え，2014 年から地
域ごとの特性に応じた地域包括ケアシステム構築を推進し
ている（厚生労働省，2017a）．医療ニーズの高い利用者が
安心して住み慣れた地域で療養生活を送るためには，医
療・介護の両側面から利用者を支える訪問看護を充実させ
る必要がある．訪問看護ステーションの稼働数は，2018
年に 10,000 ヵ所を超え，新規開設数は毎年 1,200 ～
1,300 ヵ所である（全国訪問看護事業協会，2018）．他方，
休廃止数は 2015 年から 2017 年は 700 ヵ所前後と横ばいで
あったが，2018 年の介護・診療報酬同時改定後は 793 ヵ
所と増加した（全国訪問看護事業協会，2016，2017，
2018，2019）．訪問看護ステーションは新規開設数では多
いが，他介護事業より稼働数の伸び率が悪く，その理由と

しては人材確保が困難とあった（厚生労働省，2019）．看
護師が確保できないことにより，訪問件数の増件や看護人
員数による施設加算の要件が満たせず利益を増やすことが
できないため休廃止につながると考える．
診療報酬では改定ごとに，看護の質向上，看護の専門性

や組織体制の強化を図っている訪問看護ステーションの評
価が高くなり報酬点数が上がっている．2018 年の診療報酬
改定では，医療ニーズのより高い利用者を 24時間体制で看
護できる組織体制に強化している訪問看護ステーションが
評価され，報酬点数が新設された（厚生労働省，2018a）．
訪問看護ステーションは，看護専門職が理想とする看護

を提供することを目的として独立開設できる事業であると
考える．しかし，その経営には介護・診療報酬という外部
要因が大きく影響するため，理想だけで訪問看護ステー
ションの経営を維持することは困難である．起業した目的
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を達成するためには，事業を展開するための資金が必要で
ある．黒字を継続できることが，訪問看護ステーションの
安定した経営の第一条件と考える．訪問看護ステーション
が休廃止となることは，開設者である訪問看護ステーショ
ン管理者（以下，管理者）にとっては経済的，精神的な挫
折感が強く，利用者にとっては療養生活の再構築を行わな
ければならずストレスとなる．
したがって，訪問看護ステーションが安定した経営状況

となるためには，2年ごとに施行される診療報酬改定に際
して赤字にならないための対策が重要である．訪問看護ス
テーションにおける改定後の経営や管理に関する研究は
あった（岡田ら，2020）が，安定経営に関連する因子を検
討した研究は見られなかった．そこで，本研究では，2018
年介護・診療報酬同時改定前後の訪問看護ステーションの
安定経営に関連する因子を明らかにし，安定経営に向けた
方策を検討することを目的に調査を実施した．

Ⅱ．研究方法

1． 対象と調査方法
全国訪問看護事業協議会正会員リストに掲載されている

 東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県の全管理者 1,479 名を
対象とした．調査期間は，2018 年 10 月 1 日～ 11 月 30 日
であった．対象の管理者宛てに，調査依頼説明文書，調査
票，返信用封筒を郵送した．回収は，回答者個々に研究者
宛に直接郵送してもらった．

2． 用語の操作的定義
訪問看護ステーション：利用者の居宅を訪問し看護を提

供する事業所．
訪問看護ステーション管理者：管理者，または実質的な

訪問看護ステーションの運営と責任を担う所長．
経営状況：収入から人件費や負債などを引いた残りの営

業利益を利益とし，営業利益が黒字または赤字の状態．
安定経営：2017 年度，2018 年 6 月～ 9 月まで営業利益

が一度も赤字になったことがない状態．

3． 調査項目
1）安定経営の指標
2018 年 4 月 1 日に施行された介護・診療報酬同時改定

前の 2017 年度利益をⅠ期とし，2018 年 6 月 7 月の利益を
Ⅱ期，2018 年 8 月 9 月の利益をⅢ期として，Ⅰ～Ⅲ期の
経営状況を尋ねた．介護・診療報酬は，報酬請求 2ヵ月後
に入金されるため，実際には 2018 年 4 月から 7月の実績
に対する報酬となり，6月から 9月を調査対象時期とした．
また 2ヵ月ごとに調査期を分けた理由は，介護・診療報酬
同時改定後の実際の利益を確認し，報酬改定後の事業戦略

の修正などを行う可能性があり，利益に変動があると考え
たからである．経営状況の選択肢として，訪問看護ステー
ション経営に関した実態調査を参考に「黒字」「ほぼ均衡」
「赤字」の 3件法（日本看護協会，2008；三菱 UFJリサー
チ＆コンサルティング，2013；厚生労働省，2014）に「わ
からない」を追加し，4件法とした．
安定経営の指標としては，Ⅰ～Ⅲ期の経営状況のすべて

に「黒字またはほぼ均衡」と回答した訪問看護ステーショ
ンを安定群とし，Ⅰ～Ⅲ期の 1期でも「赤字」と回答した
訪問看護ステーションを変動群とした．

2）安定経営に関連する因子
医療経営，看護学関連文献だけでなく，経営学，経済学

関連文献を検討し，訪問看護ステーションの安定経営に関
連する因子として「経営意識」8 項目，「組織状態」6 項
目，「人的資源」2 項目，「開設準備」4 項目，「管理者属
性」5項目を設定した．具体的な質問内容については，以
下に示す．

（1）経営意識の指標
 事務・非常勤・アルバイトを含む従業員数，看護補助者

の雇用の有無，認定・専門看護師の雇用の有無，ソーシャ
ルメディアの活用の有無，利用者宅までの交通費の請求基
準の有無，診療報酬改定項目（看護師の増員，看護補助者
の雇用，乳幼児・精神・がん・ターミナル期の利用者の受
け入れ，医療機関との連携）の検討・実行の有無，診療報
酬改定後の影響状況の把握の有無を調査した．

（2）組織状態の指標
訪問看護ステーションの所在地，開設からの経年数，経

営主体，経営主体が経営する訪問看護ステーション数，サ
テライト数，経営に関する権限の有無を調査した．

（3）人的資源の指標
職場の雰囲気を従業員がどう感じていると管理者は思う

か，管理者が悩みを話したり経営・管理について相談した
りできる組織内の右腕（頼りになる存在）の有無，組織外
の相談者の有無を調査した．

（4）開設準備の指標
開設または管理者を引き受けた動機の強さ，大学院での

学修の有無，経営・管理に関する研修受講の有無を調査し
た．また，「開設へのアドバイス」として，調査項目以外
の開設準備についての自由記載を依頼した．

（5）管理者属性
年齢，病院看護師経験，病院看護管理職経験，訪問看護
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師経験，訪問看護管理職経験を調査した．

4． 調査票の洗練
調査票は，研究者 3名で内容妥当性を確認した後，同一

人物ではない調査対象外の訪問看護ステーション管理経験
者，看護師 5名にプレテストを 2回行った（1 回目 2 名，
2回目 3名）．1回目のプレテストの意見を参考に，再度，
検討し調査票を修正した．2回目のプレテストを行い，表
面妥当性を確認した．

5． 倫理的配慮
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づ
いて倫理的配慮を行った．国立国際医療研究センター倫理
審査委員会の承認を受けた後，調査を実施した（承認番
号：NCGM-G-003001-01）．研究への参加は対象者の自由
意思に基づいており，参加を拒否しても個人および訪問看
護ステーションに不利益を生じないことを調査依頼説明文
書に明記し，調査票の記入と返送をもって研究協力への同
意とした．

6． 分析方法
安定経営に関連する因子を明らかにするために，安定群

と変動群を従属変数とする二項ロジスティック回帰分析を
行った．この二項ロジスティック回帰分析に投入する安定
経営に関連する変数の採用基準は，単変量解析の結果，有
意水準 80％の差とした．多重共線性の診断には，Spearman 
の順位相関係数と VIF（Variance Infl ation Factor）を用いて
確認した．二項ロジスティック回帰分析による安定経営に
関連する因子としては，変数選択は変数減少法を用い，有
意水準を 95%とした．モデルの適合度としては Hosmer-
Lemeshow の検定で確認した．検定はすべて両側検定とし
た．統計処理は，IBM SPSS Statistics Version 25 を用いた．

Ⅲ．結　果

東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県の訪問看護ステー
ション 1,479 ヵ所に調査票を配布し，337 の回答があった
（回収率 22.8%）．所在地別回答率は，東京都 20.3% ，神奈
川県 22.4% ，埼玉県 27.5% ，千葉県 21.7% であった．その
うち経営状況が未記入の 9部を除く328を分析に使用した．

1． 調査対象者と所属組織の特性
管理者属性の平均は，年齢 49.9 歳，病院看護師経験年数

12.3 年，病院看護管理職経験年数 1.2 年，訪問看護師経験
総年数 11.5 年，訪問看護管理職経験総年数 6.7 年であった．
訪問看護ステーションの所在地は，東京都 135（41.2%），
神奈川県 88（26.8%）埼玉県 63（19.2%），千葉県 42

（12.8%）であった．経営主体は，管理者が経営する個人経
営 45（13.9%），医師が経営者である医療法人 117（36.1%）， 
医師，看護師以外が経営する企業経営 162（50.0%）であっ
た．開設からの経年数の平均は 12.0 年であった．経営主体
が経営する訪問看護ステーション数の平均は 5.8 ヵ所，サ
テライト数の平均は 0.7 ヵ所，事務・非常勤・アルバイト
を含む従業員総数の平均は 11.8 人であった．

2． 2018年介護・診療報酬改定同時前後の経営状況
Ⅰ期（2017 年度の利益），Ⅱ期（2018 年 6 月 7 月の利

益），Ⅲ期（2018 年 8 月 9 月の利益）の経営状況を訪問看
護ステーション数で見ると，Ⅰ期において「黒字」と回答
した訪問看護ステーションは 149（45.4%），「ほぼ均衡」
70（21.3%），「 赤 字 」73（22.3%），「 わ か ら な い 」36
（11.0%）であった． Ⅱ期において「黒字」と回答した訪
問看護ステーションは 159（48.5%），「ほぼ均衡」86
（26.2%），「赤字」57（17.4%），「わからない」26（7.9%）
であった． Ⅲ期において「黒字」と回答した訪問看護ス
テーションは 163（49.7%），「ほぼ均衡」85（25.9%），「赤
字」53（16.2%），「わからない」27（8.2%）であった．

 Ⅰ期，Ⅱ期，Ⅲ期の経営状況を比較すると，「黒字」「ほ
ぼ均衡」の訪問看護ステーション数はⅠ期 219，Ⅱ期 245，
Ⅲ期 248 に増加し，「赤字」はⅠ期 73，Ⅱ期 57，Ⅲ期 53
に減少した．

3． 安定経営に関連する因子の検討
経営状況で施設数を見ると，Ⅰ期，Ⅱ期，Ⅲ期のすべて

に「黒字」または「ほぼ均衡」と回答した安定群は 187 施
設，1つでも「赤字」と回答した変動群は 100 施設であっ
た．なお，経営状況について 1ヵ所でも「わからない」と
回答した 41 施設はこの分析から除いた．

1） 二項ロジスティック回帰分析に投入する独立変数の
検討

 分析モデルに投入する独立変数として，単変量解析の結
果，p 値が 0.2 未満（両側検定）であった 23 変数とした
（表 1）．なお，専門看護師の雇用は，雇用している 8訪問
看護ステーションがすべて安定群だったため投入変数から
除き，22 変数とした．

2）多重共線性の確認
まず，経営主体の回答項目である「個人経営」「医療法

人」「企業経営」をそれぞれ変数として分解し，24 変数と
して変数同士の相関係数を調べた．その結果，0.8 以上で
あったものは，管理者属性である現在の訪問看護ステー
ションでの訪問看護管理職経験年数と訪問看護管理職経験
総年数であった（r = .908，p < .001）．そこで，訪問看護
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表 1　分析モデルに採用した変数

注）a：Mann-Whitneyの U検定． b：Fisherの直接法．　* p < .2. 
専門看護師の雇用（4分野，その他のいずれか） 雇用していない：雇用も雇用希望もなし・雇用希望あり
 雇用している：雇用している
交通費の検討 検討した：1．検討し実行した，2．検討したが実行しなかった，3．検討中　
 検討しなかった：4．検討も実行もしなかった
診療報酬改定の影響の把握（7項目のいずれか） 把握している：1．良い影響，2．影響なし，3．悪い影響
 把握していない：4．わからない
複数の訪問看護ステーションの経営 なし：管理している訪問看護ステーションのみ（1ヵ所）
 あり：管理している訪問看護ステーションを含む 2ヵ所以上
経営に関する権限　　　　権限あり：1．全部決められる，2．一部決められる
　　　　　　　　　　　　権限なし：3．権限はない
職場の雰囲気　　　　 感じていないと思う：1．全くなかった，2．あまりなかった
　　　　　　　　　　感じていると思う：3．強くあった，4．とても強くあった
開設動機（管理者を引き受けようと思った動機） なかった：1．全くなかった，2．あまりなかった　
 あった：3．強くあった，4．とても強くあった
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管理職経験総年数が安定経営に関係するかを検討したいと
考え，①現在の訪問看護ステーションでの訪問看護管理職
経験年数を投入変数から除いた．次に，VIFが 2 以上で
あった②人的資源の指標である職場の雰囲気の「楽しい雰
囲気である」，③管理者属性の現在の訪問看護ステーショ
ンでの訪問看護師経験年数，④訪問看護管理職経験総年数
を投入変数から除いた．最終的に①～④を除く 20 変数を
モデルに投入することとした．分析対象数は，この 20 変
数すべてに欠損がない 225 である．

3）二項ロジスティック回帰分析による関連因子の算出
二項ロジスティック回帰分析の結果を表 2に示す．
最終的に投入した 20 変数は，経営意識の指標の「従業

員総数」「看護補助者の雇用」「診療報酬改定項目の検討」
「利用者宅までの交通費の請求基準」，組織の指標の経営主
体の「個人経営」「医療法人」「企業経営」「開設からの経
年数」「複数ステーションの経営」，経営に関する権限の
「運営方針」「労働条件」「日常使用する物品購入」，人的資
源の指標の職場の雰囲気の「チームワークがある」「一生
懸命である」「活き活きしている」「現在の右腕の存在」，

表 2　安定群に関連する二項ロジスティック回帰分析

注）*p < .05，**p < .01，
　　Hosmerと Lemeshowの検定 p = .626，
　　変数選択：変数減少法（尤度比）
投入した変数：
　　経営の指標：従業員総数，看護補助者の雇用，利用者宅までの交通費の請求基準，診療報酬改定項目の検討
　　　　　　　　経営主体［個人経営，医療法人，企業経営］，複数の訪問看護ステーションの経営
　　組織の指標：開設からの経年数，経営に関する権限［運営方針，労働条件，日常使用する物品購入］
　　人的資源の指標：職場の雰囲気［チームワークがある，一生懸命である，活き活きしている］，現在の右腕の存在
　　開設準備の指標： 開設動機（管理者を引き受けよう思った動機）［知識・技術・経験の活用，理想の看護の提供
　　　　　　　　　　確実な需要］
　　管理者属性：訪問看護師経験総年数
基準水準：
　　従属変数：経営状況（変動群）
　　独立変数：看護補助者の雇用（雇用なし），診療報酬改定項目の検討（検討なし），
　　　　　　　利用者宅までの交通費の請求基準（なし），
　　　　　　　経営主体：個人経営（該当なし），医療法人（該当なし），企業経営（該当なし），
　　　　　　　複数の訪問看護ステーションの経営（なし），
　　　　　　　経営に関する権限（権限なし），
　　　　　　　職場の雰囲気（感じていないと思う），右腕の存在（いない），
　　　　　　　開設動機（動機なし）
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開設準備の指標の開設動機（管理者を引き受けよう思った
動機）の「知識・技術・経験の活用」「理想の看護の提供」
「確実な需要」，管理者属性の「訪問看護師経験総年数」で
ある．
安定群に関連を示す因子は，経営意識の指標の「従業員

総数」（オッズ比 1.080，95%CI: 1.023-1.139），「看護補助者
の雇用」（オッズ比 3.151，95%CI: 1.052-9.442），組織状態
の指標の「開設からの経年数」（オッズ比 1.071，95%CI: 
1.027 - 1.116），権限の「日常使用する物品購入」（オッズ比
12.761，95%CI: 2.206-73.811），人的資源の指標の「現在の
右腕の存在」（オッズ比 2.398，95%CI: 1.145-5.023）であっ
た．経営意識の指標の「診療報酬改定項目の検討」（オッ
ズ比 0.332，95%CI: 0.147-0.749），「利用者宅までの交通費
の請求基準」（オッズ比 0.156，95%CI: 0.041-0.600），開設
準備の指標の開設動機（管理者を引き受けたようと思った
動機）の「理想の看護の提供」（オッズ比 0.358，95%CI: 
0.187 -0.689）が有意に関連していた．また，モデルの適合
度である Hosmer-Lemeshowの検定結果は，p = .626 と有意
確率が p>.05 であり，このモデルは妥当であると判断した．

Ⅳ．考　察

本研究で回収された調査票の経営主体別の割合（営利法
人 59.2%，医療法人 36.1%， 社会福祉団体，NPOなどその
他 4.6%）と，厚生労働省（2018b）で公開している経営主
体別の訪問看護ステーションの割合（営利法人 49.6%，医
療法人 27.3%，社会福祉団体，NPOなどその他 23.1％）
を比較すると，本研究の回答においては「その他」の割合
が少なく，営利法人と医療法人の傾向を強めに表している
結果と考える．
また，介護・診療報酬同時改定前のⅠ期，改定後のⅡ

期，Ⅲ期の経営状況を比較すると，「黒字」「ほぼ均衡」の
訪問看護ステーション数は増加し，「赤字」は減少した．
訪問看護が医療ニーズの高い療養者を看護できる体制を整
えるために診療報酬改定ごとに報酬点数を段階的に上げ，
2018 年度の診療報酬改定では，さらに看護人員を増やし
体制を強化した場合に請求できる報酬点数が新設されたこ
とで，管理者は，利益を赤字にしないための対策ができた
のではないかと考える．

1． 安定経営に向けた具体的な方策
訪問看護ステーションが介護・診療報酬という外部要因

の影響を乗り越えて安定経営となるための方策について，
以下の 7項目が有用と考える．

1）理想と現実を合わせて考える意識
安定群には，開設動機（管理者を引き受けようと思った

動機）の「理想の看護を提供したかった」が負に関連して
いた．
「理想の看護の提供をしたい」という開設動機は，経営
者の夢であり経営理念にあたる．経営理念とは，さまざま
な意思決定や諸活動を実践する際の拠り所としての役割が
ある（井部ら，2019b）．しかし管理者の理想と訪問看護ス
テーションの経営の現実の状況には，ギャップが存在する
（グロービス大学院，2008）．また管理者が理想を追求する
あまり，経営状況を直視できなくなってしまう可能性もあ
る．訪問看護ステーションを経営するということは，利益
を黒字にして経営を継続させていく責任があり，理想を追
い求めるだけでは成り立たないと考える．訪問看護ステー
ションの経営は，管理者のもつ理想と売上高や利益目標な
どの具体化された施策の両輪が伴ってこそ大きな力を発揮
する（経営戦略研究所，2008/2016）．管理者は，理想と現
実を埋めるために資金や人材活用を考え，経営状況が悪化
している現実を忌避しない意識が必要である．管理者は，
「理想の看護を提供したい」という開設動機の強さと同じ
くらい現実の資金繰りや経営状況に目を向け，理想と現実
のギャップを埋める努力が必要である．

2）物品購入の権限
安定群には，権限の「日常使用する物品購入」が正に関

連していた．
訪問看護では，看護を提供するために必要な物品や衛生

材料は，訪問看護ステーションが費用を負担し利用者へ提
供するか，利用者が実費購入をする．日常使用する物品を
購入するということは，看護を提供するために必要な物品
を予算との兼ね合いを考えながら，利用者のニーズに合わ
せタイムリーに購入することである．提供する看護の内
容，利用者の状態や経済状況，他の物品での代替えや工夫
の余地がないかを検討し，迅速に決定する力が求められ
る．看護師としての知識と経営感覚の両方が必要であり，
管理者が役割発揮できることである．管理者に「日常使用
する物品購入」の権限があることは，安定経営にとって大
切であると考える．

3）従業員の定着
安定群には，「従業員総数」が正に関連していた．
従業員総数を増やすことは訪問看護件数の増加につなが

るため，訪問看護ステーションの安定経営に重要である
（厚生労働省，2017b）．1年後の見通しが明るいと回答し
た安定群の管理者はその理由として「人材の安定」「従業
員が 1人もやめない」「職員の離職が少ないので，チーム
意識が高い」とあった．安定経営のためには，従業員を定
着させて増員していくことが有用であると考える．
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4）専門看護師・看護補助者の雇用
専門看護師を雇用している 8訪問看護ステーションは，

すべて安定群であった．専門看護師の雇用については，黒
字なので雇用したのか，雇用したので黒字になったのかは
わからない．しかし，訪問看護ステーションに従事する専
門看護師には，地域で行政，医療機関，他訪問看護ステー
ションとともに，療養者に必要なケアが円滑に提供される
ように調整を行う役割がある（日本看護協会，2020）．安
定群で雇用されている専門看護師は，役割を担うことで，
従事する訪問看護ステーションを地域の中心的な訪問看護
ステーションにしていると考える．管理者が専門看護師の
役割を理解し活用できれば，訪問看護ステーションの認知
度が上がり，新規療養者の紹介数が増え経営状況を良くし
ていくと考える．
また安定群には，「看護補助者の雇用」が正に関連して

いた．看護補助者を雇用することは，看護師の増員が困難
な状況であっても介助の必要な重症者の受け入れができる
体制となり，加算を得ることが可能になると考える．　
管理者は，看護師と共に行動する看護補助者や専門看護

師という人的資源を有効に活用する工夫を戦略的に考えて
いくことが有用であると考える．

5）右腕の育成
安定群には，「現在の右腕の存在」が正に関連していた．
右腕とは，経営上の重大な相談をする相手であり，中小

企業の開業時，家族・親族など以外の右腕がいる開業者の
売り上げはいない者より大きい（増田，2008）．右腕は経
営者をサポートする役割と共に，新たな幹部人材を獲得し
事業規模を拡大させ，競争力の達成に貢献する（稲村ら，
2006）．開設へのアドバイスで「同じ思いを抱く仲間の存
在が大切」「経営面でサポートしてくれる人が必要」と右
腕の存在の必要性についての意見があった．安定経営のた
めには，管理者がステーション内に頼りになる右腕を採用
することが有用である．同じ組織内での右腕は管理者の後
継者候補になり，後継者がいないことによる訪問看護ス
テーションの休廃止の防止にも必要であると考える．

6） 利用者宅までの交通費を考慮しない事業範囲内での
訪問看護

安定群には，「利用者宅までの交通費の請求基準」が負
に関連していた．
訪問看護ステーションの収益は，実際に看護した時間へ

の対価であるため，効率的に利用者宅を訪問できることが
収入を多く得る確実な方法である．遠方の利用者宅までの
移動時間には報酬上の収入はなく，営業活動に動くことも
できないため収入に結びつかない．

安定群の訪問看護ステーションは，利用者宅までの交通
費の請求基準を設定する必要がない，つまり交通費を考慮
しなくてもよい範囲で訪問看護を提供していると考える．
訪問看護を提供する事業範囲が決まることは，営業に行く
医療機関や居宅支援事業所などが明確になり，移動時間の
途中や空いた時間に効率よく何度も営業に回れる．繰り返
しの営業は，紹介元となる医療機関やケアマネジャーに訪
問看護ステーションを知ってもらう機会が増え，同じ場所
で長く訪問看護ステーションを経営することで地域密着型
の訪問看護ステーションと認識してもらえる．その結果，
地域の療養者を紹介してもらえ，収益が上がっているので
はないかと考える．
安定経営のためには，訪問看護ステーションは，交通費

を考慮しない事業範囲で訪問看護を提供し，事業範囲内の
医療機関や介護居宅支援事業所に地域密着型であると認知
してもらえることが有用である．

7）運営方針に照らし合わせた診療報酬改定項目の検討
安定群には，「改定項目の検討」が負に関連していた．

これは介護・診療報酬改定項目を検討しないということで
はなく，訪問看護ステーションごとに自施設にとって必要
な介護・診療報酬改定項目を検討することであると考える．
安定群の管理者が 1年後の見通しを「とても明るい」と

回答した理由として「計画的に運営を行っている」とあ
り，開設に向けてのアドバイスでも「診療報酬制度は特に
深く学ぶ」という意見があった．このことから安定群の管
理者は報酬改定の度に対応を検討するというより，日頃か
ら事業計画や運営方針を明確にしており，報酬改定時は訪
問看護ステーションにとって必要な項目を選択して検討し
ていると考える．
安定経営のためには，訪問看護ステーションの方針や現

況と照らし合わせ，取得できる改定項目について対策を検
討することが有用である．

2． 組織の成長に合わせた方策の検討の必要性
安定群には，「従業員総数」，「現在の右腕の存在」，「看護
補助者の雇用」が正に関連し，専門看護師を雇用していた．
組織は，成長段階ごとに組織行動や構造，基準，外部環

境への対応が異なり，初期段階では市場で生き残ることを
目指して組織の体制を整えるための強いリーダーシップが
必要である（Robert et al., 1983）．看護管理者は，組織がど
のような発達段階にあるのか客観的に評価する視点をもつ
ことが必要である（井部ら，2019a）．管理者は，看護管理
者であることを自覚し，自身の組織の成長状況を把握し，
成長段階に合わせた経営・管理を実践していくことが重要
である．
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Ⅴ．結　論

経営状況（安定群・変動群）の二項ロジスティック回帰
分析の結果，理想と現実を合わせて考えること，物品購入
の権限をもつこと，従業員の定着を図りながら増員するこ
と，看護補助者や専門看護師の雇用を検討すること，管理
者は右腕を育成すること，交通費を考慮しない範囲での訪
問看護の提供をすること，報酬改定時は訪問看護ステー
ションの現況や方針と照らし合わせて改定項目を検討する
ことが経営を安定させる上で有用であることが示唆された．
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【要旨】　研究目的は，2018 年度介護・診療報酬同時改定後の訪問看護ステーションの安定経営に向けた方策を検討することであ
る．4都道府県の訪問看護所 1,479 の管理者を対象に無記名自記式質問紙調査を実施した．有効回答数は，328 であった．分析は，
経営状況（安定群：「2017 年度の利益」「2018 年 6 月- 7 月の利益」「2018 年 8 月- 9 月の利益」が安定またはほぼ均衡していた 
187 施設所，変動群：一度でも赤字があった 100 施設）を従属変数として，二項ロジスティック回帰分析を行った．
　安定群に関連を示す因子は，従業員総数（OR: 1.080, 95%CI: 1.023-1.139），看護補助者の雇用（OR: 3.151, 95%CI: 1.052-9.442），
開設からの年数（OR: 1.071, 95%CI: 1.027 -1.116），権限：日常使用する物品購入（OR: 12.761, 95%CI: 2.206-73.811），現在の右腕の
存在（OR: 2.398, 95%CI: 1.145-5.023），診療報酬改定項目の検討（OR: 0.332, 95%CI: 0.147-0.749），利用者宅までの交通費の請求基
準（OR: 0.156, 95%CI: 0.041-0.600）および動機：理想的の看護の提供（OR: 0.358, 95%CI: 0.187-0.689）であった．
　安定経営のためには，理想と現実を合わせて考え，報酬改定時は現況や方針に照らし検討することが有用であることが示唆された．
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